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• 児童相談所等から裁判所に対して行われる一時保護状の請求に際し、裁判官による適切かつ迅速な判断に

つなげる必要性や、請求を行う児童相談所等の事務負担等を考慮し、請求書の様式や添付資料をどのような

ものとすべきか。

• 親権者等が一時保護に同意した場合には一時保護状の請求を行う必要はないが、この親権者等の同意につ

いて、どのような方法により確認・記録を行うべきか。

• 当初得られていた親権者等の同意が撤回される場合について、どのような対応が考えられるか。

• 子どもや親権者等の意見等について、裁判官に十分に伝わるようにするため、請求時における添付書類へ

の盛り込み方としてどのような方法が考えられるか。

２．一時保護状の請求手続について

• 児童相談所等が一時保護を行う際の要件について、法令（内閣府令）に規定することとされているが、児

童の安全を確実に確保することができるような要件として、今般の制度改正の趣旨や現在の一時保護の実態

等も踏まえ、どのようなものが考えられるか。

• 今回新たに設定する一時保護開始時の要件について、個々の事例が要件に当てはまるか否かを児童相談所

が迅速に判断するための方策としてどのようなものが考えられるか（チェックシートの導入等）。

１．一時保護開始時の要件について
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• 児童相談所等による一時保護状の請求が裁判官によって却下された場合の不服申立について、「児童の生

命又は心身に重大な危害が生じると見込まれる」場合に行うことができるとされているが、具体的な事例と

してどのようなものが考えられるか。

• 不服申立手続に際し、裁判官による適切かつ迅速な判断につなげる必要性や、請求を行う児童相談所等の

事務負担等を考慮し、不服申立の請求書の様式や添付資料をどのようなものとすべきか。

３．不服申立について

• 一時保護状の発付や却下に伴う児童相談所の事務として、書面・返却書類の受領を含め、どのようなもの

が想定されるか。

• 一時保護状の請求が却下されたことにより一時保護を解除する場合の児童相談所における手続等について

どのように考えるか。

• 新たに導入される一時保護の司法審査に適切に対応するための児童相談所の体制強化について、どのよう

うな支援が必要か。

• 一時保護の性質上、夜間や休日、大型連休中やその前後に一時保護がなされることも想定されるが、こう

した場合における対応としてどのようなものが想定されるか。

４．その他
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実務者作業チームのスケジュール案

R 4年度
８～12月

１～３月
R５年度
４月～

R6年度
４月～

R7年度
４月～

実務者作業チーム

施行に向けた
内閣府令改正等

作業チーム発足

施行
（R7.6.15までの
政令で定める日）

必要に応じて開催

内閣府令改正
マニュアル案公表
（R5.秋頃）

中間整理
（R4.年度中）

マニュアル案とりまとめ
（R5.夏頃）

※内閣府令の中で一時保護の要件を規定

マニュアル確定
（R6.夏頃）



5

実務者作業チームの今年度の開催予定

開催日程の目安 主な内容

第１回
（８月29日）

・議題の整理とスケジュールの確認
・実態調査の設問について

第２回
（９月目途）

・一時保護の要件について

第３回
（10月目途）

・一時保護状の請求手続について

第４回
（11月目途）

・予備日①

第５回
（12月目途）

・不服申立について

第６回
（１月目途）

・その他留意が必要な対応について
（休日・夜間に一時保護がなされた場合など）

第７回
（２月目途）

・予備日②

第８回
（３月目途）

・中間整理

※議論が尽きない場合は、随時機動的に対応


